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第 2 章 生涯学習に関する動向について 

第１章  生涯学習に関する動向について 

第１節  生涯学習の意義と必要性 

少子高齢化、高度情報化社会の進展や産業構造、就業形態の多様化など、急激な社会

変化によって生じるさまざまな課題に対応するためには、新しい知識や技術を学んでい

く必要が生じてきています。 

このようなことから、生涯学習における市民ニーズを的確に捉え、生涯学習社会の実

現に向けた取り組みを明確にすることが求められています。 

 

（1） 生涯学習の意義 

一般的に生涯学習とは、「生涯にわたる学習」と「生活全体に広がる学習」を指す

といわれています。平成 2 年の「生涯学習振興のための施策の推進体制等の整備に関

する法律」の制定を契機に、国や県ではさまざまな生涯学習活動が行われてきました。

文部科学省の生涯学習審議会では、平成 4 年に「今後の社会の動向に対応した生涯学

習の充実方策について」、平成 8 年に「地域における生涯学習機会の充実方策につい

て」、平成 12 年に「新しい情報通信技術を活用した生涯学習の推進方策について」な

どの答申が相次いで出され、変化する社会の状況に対応した生涯学習推進の方策が示

されています。 

また、文部科学省の生涯学習分科会では平成 16 年の「今後の生涯学習の振興方策に

ついて」という答申において、「学校・家庭・地域が連携協力しながら、それぞれの

教育力の向上を図るとともに、生涯学習社会の実現を目指すことが重要である」とし

ています。 

これらを踏まえ、生涯学習とは、「人々が、いつでも、どこでも、自由に学ぶこと

ができ、その成果が適切に評価される社会を構築することであり、学校教育や公民館

における講座等の学習機会に限らず、自ら進んで行う学習やスポーツ・レクリエーシ

ョン活動、文化活動、ボランティア活動、趣味などのさまざまな学習活動」といえま

す。 

（2） 生涯学習の必要性 

余暇の増大や長寿化に伴い、人々のライフスタイルや価値観が大きく変化し、物の

豊かさから心の豊かさを求められるようになり、生きがいや自己実現に向けた学習活

動の意欲や関心が高く、その目的や内容も高度なものとなってきています。 

このようなことから、市民一人一人が自己の能力を高め、生きがいを持って豊かで

充実した人生を送るために、誰もが生涯のいつでも自由に学習機会を選択して学ぶこ

とができ、その成果が社会で適切に評価される「生涯学習社会」の実現が重要となっ

ています。 
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　　　　市民の志向と生涯学習活動機会の多様化

学習・活動成果
の発表

文化・伝統の
理解

教養の深化

職業意識の
向上

地域のグループ・団体活動への参加

　文化・芸術の創作活動の発表

様々な人や団体
との交流

地域社会の
活性化

社会への貢献

快適な家庭生活

健康の維持・
増進

楽しく快適な
時間

生活環境の
向上

個人の趣味の
深化

発信志向

ニュースポーツ・
レクリエーション活動等への取組

幅広いスポーツ活動への取組

地域イベント・
コミュニティ活動等への参加

ＮＰＯ活動やボランティア
活動等への参加

ガーデニング・家庭菜園等の取組

生活志向

快適志向

環境志向

創造志向

交流志向

社会志向

本物志向

環境問題、
リサイクル活動への参加

趣味・教養講座への参加

研修セミナー・
公開講座等への参加

観劇・美術・音楽・読書等の取組

歴史、伝統文化の保存・継承

市　民
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第２節 生涯学習を取り巻く環境の変化 

生涯学習を取り巻く社会情勢や、国、県の政策動向、また、それらが生涯学習に及ぼ

す影響について整理します。 

 

（1） 社会情勢の変化 

現代社会においては、核家族化や少子化などの家族構成の変化や、産業・就業構造

の変化に伴うニート・フリーターの増加など、社会の構造的な問題が発生しています。

加えて、家庭や地域の教育力が低下する中で、青少年が社会の構成員であるという意

識の醸成、豊かな人間性を育むための職業教育なども重要な課題となっています。 

   さらに、人々のライフスタイルが変化し、価値観も多様化していることから、学習

ニーズについても、「生涯を通じて健康で生きがいのある人生を過ごす」ことや「自

己実現を志向する」ことなどに焦点を合わせた内容が求められています。 

こうしたことから、現代においては、社会の変化に応じた技能や知識、生活力を高

めるための学習機会を求める一方で、学習成果を地域社会の発展やボランティア活動

等に活かしたいと考える人も多くなってきています。 

 

（2） 学校教育改革 

平成 20年度に示された新しい学習指導要領においては、確かな学力、豊かな心の育

成、信頼される学校づくりに向け、学校単位でさまざまな工夫が行われています。 

また、地域において子どもや青少年が組織的な教育活動を行うための連携や公共施

設を利用した居場所づくりなどが進められています。こうした中で、行政による生涯

学習への関わり方について見直しが図られ、学校教育・生涯学習においても地域との

連携がより一層進められています。 

 

（3） 国の動き 

国は文部科学省を中心に生涯学習の基盤整備を推進していますが、平成 18年に施行

された新しい教育基本法において、第 3 条に「生涯学習の理念」、第 13 条に「学校、

家庭及び地域住民等の相互の連携協力」が新たに規定されました。第 3 条では

「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生

涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成

果を適切に活かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」として生涯

学習社会の実現が社会全体で取り組むべき共通の目標として掲げられています。 

また、第 13 条では「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれ

ぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」

と規定され、学校、家庭、地域の連携及び協力に更なる強化が求められています。 
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（4） 千葉県の動き 

千葉県では、平成 22 年 4 月に総合計画である「輝け！ちば元気プラン」を策定し、

『千葉は元気の発信源。首都圏、そして日本をリードし、県民が「くらし満足度日本

一」を感じ、誇れる千葉を実現します。』という基本理念を掲げ、その中で、県民が、

日本で一番暮らしやすいと感じ「千葉で生まれて良かった」「住んで良かった」「働

けて良かった」と誇りに思える「暮らし満足度日本一」の千葉を目指しています。基

本目標の柱に「安全で豊かなくらしの実現」「千葉の未来を担う子供の育成」を設定

し、家庭、学校、地域がそれぞれの役割を果たし、連携した取組を進めるとしていま

す。 

また、平成 11 年 9 月に平成 37 年を目標年次とする千葉県教育長期ビジョン「千葉

の教育〝夢・未来 2025〝」を策定しています。その中で、基本理念に『県民一人ひと

りが生涯を通じて「学ぶ喜び」を感じながら、「次代をひらく力」を培うことのでき

る学習環境の実現』を掲げています。 

さらに、平成 19年 7月に千葉県教育の戦略的なビジョンを策定し、県の教育振興基

本計画の基盤となる、中長期の指針を示しています。その中で、基本理念に「県民一

人一人が主体となって家庭・学校・地域が責任と信頼のもとに連携・協力し、心身と

もに健康で、郷土を愛し、責任ある行動と自己表現のできる、あすを拓く『ちばっ子』

を育てていきます」を掲げ、基本目標として、「社会の中で個性が輝く『人間力』の

醸成」、「家庭・学校・地域連携による教育力の向上」、「豊かな学びを支える教育

環境の整備」を柱としています。 

こうしたことから、学校・家庭・地域の連携を強化することを目的に、「千葉県学

校・家庭・地域連携推進協議会」を設置し、学校・家庭・地域住民・ボランティア・

ＮＰＯ等が、それぞれの役割を果しながら一体となって、子どもたちを育てる環境づ

くりを推進しています。 

 

（5） 成田市の動き 

本市では、地域の持つ文化・歴史・風土を活かしながら、生活の質の向上を目指し

た個性ある「まちづくり」を目標として、生涯学習に関するさまざまな取り組みを進

めています。また、社会の動向や国・県の施策に相応しながら、教育委員会を中心と

して市民ニーズに応えたさまざまな生涯学習関連施策を推進し、趣味・実用から高

度・専門的な学習機会の提供などの事業を実施しています。 

平成 22 年度の公民館の学習活動状況では、公民館主催の 78 の講座を開催しており、

登録しているサークル数は 711 団体を数え、活発な活動を展開しています。 
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また、平成 22 年度で開館 27年目を迎えた図書館では、本館及び 14ヵ所の分館と、

移動図書館のサービスポイント 4 ステーションを設け、年間約 129 万冊の図書の貸出

を行っています。 

市民参画型の生涯学習講座では、多くの市民が学んでいます。平成 9 年度に 2 課程

100 名の受講生で開校した明治大学・成田社会人大学は、平成 22 年度には、3 課程

233 名の受講生を集め、市民に高度で専門的な学習機会を提供しています。 

また、昭和 53年開校の生涯大学院は、高齢化社会の進展により入学希望者の増加が

見込まれたことから、平成 19 年 5 月に入学定員を拡大し、成田市囲護台に新たに施設

を整備しました。平成 22 年度には、1 年生から 3 年生まで 214 名が学んでおり、生き

がいづくり、仲間づくりの場として生涯学習の大きな拠点となっています。 

さらに、身近な生涯学習の場である高等学校等開放講座は、平成 19年度に下総高等

学校を加え市内の 5 つの高等学校、1 つの専門学校で 10 の講座が開催されており、各

校の特色を活かした講座を提供しています。 

情報システムの構築については、「成田市 IT アクションプラン」に基づくコミュニ

ティ支援サイトとして「成田市まなび＆ボランティアサイト」を、平成 16 年度に開設

しました。これは、市民、行政、団体（NPO、サークル等）が相互に情報交流するた

めのコミュニティ支援を目的としたインターネットサイトで、平成 21 年度末には、

1,445 の団体・個人が登録され、約 29,000 回のアクセスを数えていることから、シス

テムの更なる充実が求められています。 

こうした中で、平成 21 年度市民意識調査では、市民の約 7割が生涯学習活動を行っ

ている結果が出ており、生涯学習に対する市民の意識の高まりをうかがい知ることが

できます。 

今後もさらに、市民の多様な学習ニーズに応えていくとともに、市民の生活に根ざ

した身近な学習機会を提供していくことで、地域を理解し、地域の持つ課題に積極的

に取り組み、解決していくような市民の学習成果を活かした「まちづくり」を推進し

ていきます。 

 


